
児童相談所への調査について

【調査項目（案）】

○ 一時保護の期間別件数

○ 要保護児童を適切に保護するための措置に係る手続における裁判所の関与の在り方に関し
て、既存のデータだけでは、検討を行うために必要な情報が不足していることから、今回、以下
の調査項目について、調査を行うこととしたい。

１

① 一時保護

３日以
内

4～7
日
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日

15～
28日

29日
～２ヵ
月未
満

２ヵ月
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４ヵ月
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６ヵ月
以上１
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１年以
上１年
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１年半
以上２
年未
満
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上

計

総数

うち虐待を理由とする

うち虐待以外の養護を理由とする

うち障害を理由とする

うち非行を理由とする

うち保健・育成その他を理由とする

［単位：件］

【平成28年４月１日から７月末までの４ヶ月間に一時保護が終了したケースを対象に調査】

参考資料２－１
第3回 児童虐待対応における司法関与及び

特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会
平成28年
9月26日

＜第２回検討会後、ご意見を踏まえ修正＞



２

○ 一時保護開始後の各時点における一時保護件数と、当該時点における親権者の同意の有無

［単位：件］

開始時
３日経
過時

7日経過
時

14日経
過時

28日経
過時

２ヵ月経
過時

４ヵ月経
過時

６ヵ月経
過時

１年経
過時

１年半
経過時

２年経
過時

総数

同意あり

同意なし

うち虐待

同意あり

同意なし

うち虐待以外の養護

同意あり

同意なし

うち障害

同意あり

同意なし

うち非行

同意あり

同意なし

うち保健・育成その他

同意あり

同意なし

【平成28年４月１日から７月末までの４ヶ月間に一時保護が終了したケースを対象に調査】
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○ 一時保護に対する保護者の同意

最初から同意し
た

職権保護（保護
者は不同意のま
ま）

同意したが、途
中でひるがえし
た為、職権保護
となった

職権保護したが、
途中で同意した
為、同意保護と
なった

計

総数

虐待を理由とする

虐待以外の養護を理由とする

障害を理由とする

非行を理由とする

保健・育成その他を理由とする

［単位：件］

【平成28年４月１日から７月末までの４ヶ月間に一時保護が終了したケースを対象に調査】

○ 警察からの身柄付き通告を受けて行った一時保護の件数

総数

虐待を理由とする

虐待以外の養護を理由とする

障害を理由とする

非行を理由とする

保健・育成その他を理由とする

［単位：件］

【平成28年４月１日から７月末までの４ヶ月間に一時保護が終了したケースを対象に調査】



○ 一時保護の司法審査について

１．児童相談所が行う一時保護について、保護者が提起する行政訴訟の他に司法審査の手続きを強化する
ことが必要だと思うか。

□ 必要である
□ 必要でない
□ その他 【具体的な意見 】

２．仮に司法審査の手続きを強化する場合に、どの場合を対象とすることが望ましいか。
①親権者の同意について
□ 同意の有無に関わらず対象とすべき
□ 同意のない場合に限って対象とすべき

②一時保護の開始時について
□ 司法による事前審査（注１）を導入すべき
□ 司法による事後審査（注２）を導入すべき
□ 事前・事後とも司法審査の導入は不要

③一時保護の更新時（※）について
□ 司法による事前審査（注３）を導入すべき
□ 司法による事後審査（注４）を導入すべき
□ 事前・事後とも司法審査の導入は不要

（注１）一時保護の開始前に家庭裁判所の許可を必要とすること
（注２）一時保護の開始後一定期間以内に家庭裁判所の許可を必要とすること
（注３）更新期間の到達前に家庭裁判所の許可を必要とすること
（注４）更新期間の到達後一定期間以内に家庭裁判所の許可を必要とすること

４

適切と考える更新
の期間（※）

いずれかを選択した
場合



３．仮に前項のとおりに司法審査の手続きを強化する場合に、児童相談所における体制整備が必要と考える
か。

□ 必要である 【具体的な内容 】
□ 必要でない
□ その他 【具体的な意見 】

４．司法審査の手続きの強化に関して、子どもの意向をどのように考えるか。

□ 親権者の同意があっても、子どもの意向に沿わない場合については司法審査を強化することが望ま
しい
□ 子どもの意向に関わらず、司法審査の強化の必要性は親権者の同意の有無により判断すべき
□ その他 【具体的な意見 】

５



○ ２ヶ月を超える親権者等の意に反する一時保護の児童福祉審議会への意見聴取について
一定期間（平成28年４月１日から７月末までの４ヶ月間）に意見聴取を実施したケースを対象に調査を行う。

６

・児童福祉審議会への意見聴取

・児童福祉審議会が意見を付して延長を認めた場合の意見の例

・児童福祉審議会が延長を認めなかった場合の理由

・児童福祉審議会への意見聴取は、一時保護に対する保護者同意が得られない場合に有効な手段だと思
うか。

□有効である
□有効でない
□その他 【具体的に記載 】

実施件数

審議会が延長を認めた件数

審議会が意見を付して延長を認めた件数

審議会が延長を認めなかった件数

審議会の意見
（主なもの）

【平成28年４月１日から７月末までの４ヶ月間に意見聴取を実施したケースを対象に調査】

［単位：件］

審議会が延長を認め
なかった場合の理由

左記の理由



【調査項目（案）】

○ 面会通信制限は、（ア）一時保護、（イ）小規模住居型児童養育事業・里親への委託の措置、（ウ）施設入
所の措置の場合に行うことができるが、その内訳はどうなっているか。

○ 面会通信制限・接近禁止命令の利用件数は必ずしも多くないと考えられるが、その理由は何か。

○ 接近禁止命令の対象を28条審判に基づく社会的養護措置以外で接近禁止命令を可能とするとすれば、ど
のような場合が考えられるか。

７

・面会通信制限を行ったケースの内訳

面会制限 通信制限 面会＋通信制限

（ア）一時保護

（イ）小規模住居型児童養育事業、里親への委託の措置

同意あり

同意なし

（ウ）施設入所の措置

同意あり

同意なし

【平成26年度に面会通信制限を実施したケースを対象に調査】

［単位：件］

② 面会通信制限・接近禁止命令



８

・面会通信制限の利用件数が必ずしも多くない理由
□面会・通信の制限が必要となる事例がそもそも多くない
□面会・通信の制限が必要となる事例はあるが、
児童虐待防止法による面会通信制限以外の手段により対応している
（具体的な対応手段を記載 ）

□その他 （具体的な理由を記載 ）

・接近禁止命令の利用件数が必ずしも多くない理由
□保護者のつきまとい・徘徊を禁止する必要が生じる事例がそもそも多くない
□保護者のつきまとい・徘徊を禁止する必要が生じる事例はあるが、
児童虐待防止法による接近禁止命令以外の手段により対応している
（具体的な対応手段を記載 ）

□その他 （具体的な理由を記載 ）

・28条審判に基づく社会的養護措置以外で接近禁止命令が必要と考えられる場合
□ある

□ない

具体的事例を記載

例：一時保護中（子どもを通学させたいが、保護者による連れ去りのおそれがある）
措置解除後（子どもが18歳になり自立しようとする場面で、保護者に金の無心等でつきまとわれ

るおそれがある）
※上記の例に関わらず、当該ケースの背景や保護者指導の経緯等も含め可能な限り詳細に記載



○ 児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号） （抄）

（面会等の制限等）

第十二条 児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置（以下「施設入所等の措置」とい う。）が採られ、又は同
法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護が行われた場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の

ため必要があると認めるときは、児童相談所長及び当該児童について施設入所等の措置が採られている場合における当該施設入所等の措置
に係る同号に規定する施設の長は、厚生労働省令で定めるところにより、当該児童虐待を行った保護者について、次に掲げる行為の全部又は
一部を制限することができる。
一 当該児童との面会
二 当該児童との通信

第十二条の四 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置（児童福祉法第二十八条の規定によるものに限る。）が採ら
れ、かつ、第十二条第一項の規定により、当該児童虐待を行った保護者について、同項各号に掲げる行為の全部が制限されている場合におい
て、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため特に必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、六月を超
えない期間を定めて、当該保護者に対し、当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他の場所において当該児童の身辺につきまとい、
又は当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他その通常所在する場所（通学路その他の当該児童が日常生活又は社会生活を営むた
めに通常移動する経路を含む。）の付近をはいかいしてはならないことを命ずることができる。

９

○ 社会保障審議会児童部会新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告（提言）報告（平成28年３月10日とりまとめ）（抄）

（面会通信制限、接近禁止命令について）

面会通信制限、接近禁止命令など、親権制限や子どもの権利制限に関わる処分について、司法が関与する仕組みを検討するべきであるとして、
次のように述べる意見があった。
現行の接近禁止命令は、児童福祉法第28 条審判に基づく社会的養護措置が条件となっており、実情にそぐわない。前述のように、現在の一時
保護のあり方では子どもの学習権を保障することが極めて困難となっており、地域のオープンな環境で一時保護を行う必要があるが、そのために
は接近禁止命令による子どもの生活環境の安全の確保が必須である。また、家族再統合や、父母の同意を得ずに成立した特別養子縁組、措置解
除後に子どもが自立しようとする場面等においても、子どもに対する不当な攻撃が予想され、子どもの安全の確保のため、例えば、接近禁止命令
の対象を同法第28 条審判に基づく社会的養護措置以外の場合に拡大することなど、どのような方策が考えられるのか検討が必要である。



【調査項目（案）】

過去の調査結果（資料２ p.8～p.10参照）も踏まえ、更に調査が必要な項目などがあるか。

○ 児童福祉法第28条に係る裁判所の勧告に関して、その後、保護者が指導に従ったかどうかについて調査
を行う。（参考：平成27年 都道府県への勧告件数 39件）
また、指導勧告書の写しの保護者への送付を求める旨の上申書を裁判所に提出した件数と、そのうち実
際に保護者に送付がなされた件数についても調査を行う。

10

指導勧告書の写しの
裁判所から保護者へ
の送付を求める上申
書を裁判所に提出した
件数

上申書を提出したもの
のうち、実際に保護者
に送付がなされた件数

【平成27年１月～12月に審判・勧告がなされた事例について調査】

③ 28条措置に係る裁判所の承認

④ 裁判所の勧告

28条審判の認容件数

勧告を求める上申書を提出した件数

勧告がなされた件数

裁判所による都道府県への勧告件数

保護者が指導に従い、行動変容がみられた件数

保護者が指導に従わず、行動変容がみられなかった件数

その他（どちらとも言えない）

指導に対する保護者の態度や指導後の
行動変化等について、具体的に記載

上申書を提出しなかったケース
がある場合、その理由
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○ 児童福祉法（昭和22年法律第164号） （抄）
第二十八条 保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、
第二十七条第一項第三号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採
ることができる。
一 保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。

二 保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すこと。ただし、その児童を親
権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第
一項第三号の措置を採ること。

２ 前項第一号及び第二号ただし書の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から二年を超えてはならない。ただし、当該措置に係る保

護者に対する指導措置（第二十七条第一項第二号の措置をいう。以下この条において同じ。）の効果等に照らし、当該措置を継続しなければ保
護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他著しく当該児童の福祉を害するおそれがあると認めるときは、都道府県は、家庭裁判
所の承認を得て、当該期間を更新することができる。

５ 家庭裁判所は、措置に関する承認の審判をする場合において、当該措置の終了後の家庭その他の環境の調整を行うため当該保護者に対し指
導措置を採ることが相当であると認めるときは、当該保護者に対し、指導措置を採るべき旨を都道府県に勧告することができる。

・平成25年１月～12月に勧告がなされたケースについて、2年後の状況

・指導勧告書の写しを裁判所から保護者へ送付をすることは、保護者に指導を受けさせるにあたり有効であ
ると思うか。

□そう思う
□そう思わない
□その他 【具体的に記載 】

【平成25年１月～12月に勧告が行われた事例について調査】※調査対象が前問までと異なるので注意

左記の理由

総数

引き続き保護者の同意が得られず、児童福祉法第28条第2項に基づき、
措置の期間を更新した件数

保護者の同意が得られたため、同意に基づく措置に切り替えた件数

保護者指導等の結果、措置を解除した件数

その他（ケースごとに具体的に記載）



○ 児童虐待防止法第11条第３項の保護者への勧告に関して、その後、保護者が指導に従ったかどうか、そ
の後、一時保護や施設入所等の措置や親権喪失等の請求を行ったかどうかについて調査を行う。（参考：
平成26年度 勧告件数 11件）

12

保護者への
勧告の件数

そのうち、保
護者が勧告
に従った件
数

そのうち、保護者が勧告に従わなかった件数

全体
一時保護を
行った件数

施設入所等
の措置を
行った件数

親権喪失の
審判の請求
の件数

親権停止の
審判の請求
の件数

管理権喪失
の審判の請
求の件数

○ 児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号）（抄）

（児童虐待を行った保護者に対する指導等）

第十一条 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の規定により行われる指導は、親子の再統合への配慮その他
の児童虐待を受けた児童が家庭（家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。）で生活するために必要な配慮の
下に適切に行われなければならない。

２ 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場合においては、当該保護者は、同号の指導を受
けなければならない。

３ 前項の場合において保護者が同項の指導を受けないときは、都道府県知事は、当該保護者に対し、同項の指導を受けるよう勧告することがで
きる。

４ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わない場合において必要があると認めるときは、児童福祉法第三十
三条第二項の規定により児童相談所長をして児童虐待を受けた児童の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託さ
せ、同法第二十七条第一項第三号又は第二十八条第一項の規定による措置を採る等の必要な措置を講ずるものとする。

５ 児童相談所長は、第三項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わず、その監護する児童に対し親権を行わせることが著しく当該
児童の福祉を害する場合には、必要に応じて、適切に、児童福祉法第三十三条の七の規定による請求を行うものとする。

【平成26年度に保護者への勧告が行われた事例について調査】
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・児童虐待防止法第11条第３項の保護者への勧告が必ずしも多くない理由
□当該勧告が必要となる事例がそもそも多くない
□当該勧告が必要となる事例はあるが、他の手段により対応している
【具体的な対応手段を記載 】

□その他 【具体的な理由を記載 】

・都道府県知事による保護者への勧告は、保護者に指導を受けさせるにあたり有効であると思うか。
□そう思う
□そう思わない
□どちらとも言えない

・勧告権限が児童相談所長に委譲されているか
□委譲されている

その場合の勧告者名
□都道府県知事
□児童相談所長

□委譲されていない

上記の理由



・児童福祉司による指導が行われている場合の児童の所在

・保護者に対する指導の方法

【調査項目（案）】

○ 児童福祉法第27条第1項第2号に係る児童福祉司による指導に関して、虐待を理由とする保護者に対する
指導が行われている場合の児童の所在について調査を行う。
（参考：平成26年度 児童虐待相談に係る児童福祉司指導の件数 2821件）

○ 保護者に対する指導に関して、どのようなプログラムが活用されているかについて調査を行う。

14

指導件数
（全体）

在宅 一時保護 施設入所 里親等委託

【平成28年４月１日から７月末までの４ヶ月間に指導を開始したケースを対象に調査】

［単位：件］

保護者指導プログラムを活用した指導件数

児童相談所が自ら実施

外部委託により実施

活用しているプログラム名

［単位：件］

⑤ 保護者に対する指導


